
四日市市告示第１９１号 

 四日市市障害者（児）移動支援事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

令和６年３月２８日 

四日市市長  森  智 広     

 

四日市市障害者（児）移動支援事業実施要綱の一部を改正する要綱 

四日市市障害者（児）移動支援事業実施要綱（平成２０年四日市市告示第９１号）

の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （移動支援費）  （移動支援費） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 移動支援費の額は、１月につき、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービス等及び基準該当障害福

祉サービスに要する費用の額の算定に

関する基準 (平成１９年厚生省告示第

５２３号。以下「報酬告示」という。）

別表第３の１イからトまでに規定され

る同行援護サービス費の単位数の規定

を用いて算定した単位数に、利用回数

及びこども家庭庁長官及び厚生労働大

臣が定める一単位の単価並びに厚生労

働大臣が定める一単位の単価（平成１

８年厚生労働省告示第５３９号）に掲

げる地域区分ごとの同行援護の割合を

乗じて得た額から、次条に規定する利

用者負担額を控除した額とする。この

場合において、外出に必要な交通費等

については、移動支援の提供に当たる

２ 移動支援費の額は、別表第１の規定

により算定した額（以下「基準額」とい

う。）から、次条に規定する利用者負担

額を控除した額とする。 



者に係る分も含めて利用者の実費負担

とする。 

３ 受給者が次の各号に該当するものに

あたる場合には、当該各号の規定を用

いて前項の単位数を算定する。 

 

 (1) 報酬告示別表第３の１注４の２  

 (2) 報酬告示別表第３の１注４の３  

 (3) 報酬告示別表第３の１注６  

４ １回の移動支援において、支援者の

員数を利用者の員数で除したときに１

を下回る場合にあっては、利用者ごと

に第２項の規定により算定した単位数

に１００分の７０を乗じたものを単位

数とする。 

 

５ 前３項の規定により算定する単位数

に端数が生じた場合の処理について

は、平成１８年１０月３１日障発１０

３１００１厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部長通知「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定障害福祉サービ

ス等及び基準該当障害福祉サービスに

要する費用の額の算定に関する基準等

の制定に伴う実施上の留意事項につい

て」第二１（１）の規定によるものとす

る。 

 

  

 （移動支援費の請求）  （移動支援費の請求） 

第１０条 受給者は、指定事業者から移

動支援を受けたときは、別表に定める

利用者負担額を負担し、当該指定事業

者に直接支払わなければならない。 

第１０条  受給者は、指定事業者から移

動支援を受けたときは、別表第２に定

める利用者負担額を負担し、当該指定

事業者に直接支払わなければならな



い。 

 

改正後 

 

 

改正前 

別表第１ 

  算定基準額（１回当たり） 

 利用時間 移動区分Ⅰ 移動区分Ⅱ 移動区分Ⅲ  

 ３０分以下 １９０単位 移動区分Ⅰにおけ

る所定単位数の１

００分の２０に相

当する単位数を所

定単位数に加算し

た単位数 

移動区分Ⅰにおけ

る所定単位数の１

００分の４０に相

当する単位数を所

定単位数に加算し

た単位数 

 

 ３ ０分 を超え １

時間以下 

３００単位  

 １ 時間 を超え １

時間３０分以下 

４３３単位  

 １ 時間 ３０分 を

超え２時間以下 

４９８単位  

 ２ 時間 を超え ２

時間３０分以下 

５６３単位  

 ２ 時間 ３０分 を

超え３時間以下 

６２８単位  

 ３ 時間 を超え ３

時間３０分以下 

６９３単位  

 上 記以 後３０ 分

を増すごとに 

６５単位を加算  

 備考 

１ 早朝、夜間又は深夜に移動支援を行った場合、上記の単位数に障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基

準（平成１８年９月２９日厚労告５２３号。以下「基準」という。）の別表第

３の１注６に定める率を乗じた単位を用いる。 

２ １回の移動支援において、支援者の員数を利用者の員数で除したときに１

を下回る場合にあっては、利用者ごとに上記の単位数に１００分の７０を乗

 



じた単位を用いる。 

３ 上記の単位数に率を乗じる場合、平成１８年１０月３１日障発１０３１０

０１厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及

び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定

に伴う実施上の留意事項について」第二 １(1)の規定を準用する。 

４ 移動支援費の額の算定については、上記の単位に、当該移動支援を実施す

る事業所が所在する地域区分により、基準の規定に基づき、厚生労働大臣が

定める一単位の単価（平成１８年厚生労働省告示第５３９号）に掲げる地域

区分ごとの同行援護の割合を乗じるものとする。 

 （注１）区分Ⅰから区分Ⅲについては、利用者の障害の程度がそれぞれ次に定め

る程度とする。 

  (1) 区分Ⅰ（軽度） 

   区分Ⅱ及び区分Ⅲに該当しない程度 

   障害者総合支援法による障害支援区分を取得している場合は障害支援区分１

又は２に該当する程度 

  (2) 区分Ⅱ（中度） 

   食事、排泄、入浴、移動のうち「全介助」又は「一部介助」が三項目以上、行

動障害を有する程度その他これらに準ずる程度 

   障害者総合支援法による障害支援区分を取得している場合は障害支援区分３

に該当する程度 

  (3) 区分Ⅲ（重度） 

   食事、排泄、入浴、移動のうち「全介助」が三項目以上、著しい行動障害を有

する程度その他これらに準ずる程度 

   障害者総合支援法による障害支援区分を取得している場合は障害支援区分

４、５又は６に該当する程度 

 （注２）外出に必要な交通費等については、移動支援の提供に当たる者に係る分

も含めて利用者の実費負担とする。 

 

改正後 

別表 

 （略） 



 

改正前 

別表第２ 

 （略） 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（健康福祉部障害福祉課） 


